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川崎市 (まちづくり局)  

 
 

第１０３回川崎市都市計画審議会を開催します 
 
 
  令和７年１０月３１日（金）に第１０３回川崎市都市計画審議会を開催します。用途地域の変更（鈴

木町駅前南地区）等の都市計画議案５件とその他議案２件、計７件の議案審議を行います。 
 
１ 日 時  令和７年１０月３１日（金） 午前１０時 

         

２ 場 所  川崎市役所本庁舎２０３・２０４会議室 
       （川崎市川崎区宮本町１） 

              

３ 審議案件 

（１）都市計画議案 

ア 川崎都市計画用途地域の変更（鈴木町駅前南地区）        （諮問・答申） 
イ 川崎都市計画高度地区の変更（鈴木町駅前南地区）        （諮問・答申） 
ウ 川崎都市計画防火地域及び準防火地域の変更（鈴木町駅前南地区） （諮問・答申） 
エ 川崎都市計画地区計画の決定（鈴木町駅前南地区地区計画）    （諮問・答申） 
オ 川崎都市計画生産緑地地区の変更                （諮問・答申） 

（２）その他議案 
ア 生産緑地法第１０条の２第３項に基づく特定生産緑地の指定    （諮問・答申） 
イ 景観法第８条第１項に基づく川崎市景観計画の変更 

（鷺沼駅前景観計画特定地区の指定）               （諮問・答申） 

 
以上の議案審議を行います。 
（審議結果につきましては、審議会終了後、報道発表資料によりお知らせします。） 

 

４ 傍聴の定員 

  １０人（傍聴定員を超えた場合は、先着順により傍聴者を決定します。） 

  ※別途、報道関係者で傍聴を希望される場合は１０月３０日（木）１７時までに問合せ先あて 

御連絡ください。 

 
 

問合せ先  
川崎市まちづくり局計画部都市計画課 町井 

電話 ０４４－２００－２７１０  


